
○阿久比町都市公園条例施行規則 

昭和４９年６月２９日 

規則第１３号 

（目的） 

第１条 この規則は、阿久比町都市公園条例（昭和４９年阿久比町条例第３６

号。以下「条例」という。）第１８条の規定に基づき、条例の施行について

必要な事項を定めるものとする。 

（行為の許可手続） 

第２条 条例第３条第１項各号に掲げる行為について町長の許可を受けようと

する者は、当該行為を開始しようとする日の７日前までに都市公園内行為許

可申請書（様式第１号）を提出しなければならない。 

２ 町長は、前項の申請があつた場合において、都市公園の使用に支障がない

と認めた者に対して、都市公園内行為許可書（様式第２号）を交付する。 

（公園施設の設置等の許可手続） 

第３条 都市公園法（昭和３１年法律第７９号。以下「法」という。）第５条

第１項及び第６条第１項の規定により、公園施設の設置若しくは管理又は都

市公園の占用について町長の許可を受けようとする者は、当該設置、管理又

は占用を開始しようとする日の２０日前までに／公園施設設置／都市公園占

用／許可申請書（様式第３号）又は公園施設管理許可申請書（様式第４号）

を提出しなければならない。 

２ 町長は、前項の申請があつた場合において、都市公園の使用に支障がない

と認めた者に対して、／公園施設設置／都市公園占用／許可書（様式第５号）

又は公園施設管理許可書（様式第６号）を交付する。 

（許可事項の変更手続） 

第４条 法第５条第１項、法第６条第１項及び条例第３条第１項の規定により

町長の許可を受けた者が当該事項を変更しようとするときは、／都市公園内

行為／公園施設設置／都市公園占用／公園施設管理／許可変更申請書（様式

第７号）を提出しなければならない。 

２ 町長は、前項の申請があつた場合において、都市公園の使用に支障がない

と認めた者に対して、／都市公園内行為／公園施設設置／都市公園占用／公



園施設管理／許可変更許可書（様式第８号）を交付する。 

（有料公園施設の供用日及び供用時間） 

第５条 有料公園施設の供用日及び供用時間は別表に掲げるとおりとする。た

だし、町長が必要と認めるときは、別表に掲げる供用日及び供用時間を変更

することができる。 

（有料公園施設の使用許可手続） 

第６条 有料公園施設の使用について許可を受けようとする者は、当該有料公

園施設を使用しようとする日の２月前から３日前までに有料公園施設使用許

可申請書（様式第９号）を町長に提出しなければならない。ただし、町長が

特別な理由があると認めるときは、この限りでない。 

２ 町長は、前項の申請があつた場合において、有料公園施設の使用に支障が

ないと認めた者に対して、有料公園施設使用許可書（様式第１０号）を交付

する。 

（都市公園の使用の禁止又は制限の公示） 

第７条 町長は条例第６条の規定により、都市公園の使用の禁止又は制限をし

ようとするときは、その旨を公示しなければならない。ただし、都市公園の

使用の禁止又は制限の内容が軽微なものについては、この限りではない。 

（使用料の還付） 

第８条 条例第１４条ただし書の規定による使用料を還付することができる場

合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 

(1) 条例第１１条第２項の規定により、同条第１項の処分を受けた場合 

(2) 天災等により、当該許可に係る都市公園の使用ができなくなつた場合 

(3) 許可を受けた者が、当該許可に係る都市公園の使用を開始する日の１０

日前までに許可の取消しを申し出て承認を受けた場合 

(4) その他町長が認めた場合 

２ 前項各号のいずれかに該当し、使用料の還付を受けようとする者は、都市

公園使用料還付申請書（様式第１１号）を提出しなければならない。 

（使用料の減免） 

第９条 条例第１５条の規定による使用料を減免することができる場合は、次

に掲げる場合とする。 



(1) 国、県、町又は町の機関が使用する場合 

(2) 町又は町の機関が主催又は共催する事業で使用する場合 

(3) 町内の保育園（認可外保育施設を除く。）、こども園、幼稚園、小学校

又は中学校が正規の教育課程等の目的で使用する場合 

(4) 大字又は自治会が行政活動を補完する目的で使用する場合 

(5) 町内の各種団体が行政活動等に協力する目的で使用する場合 

(6) 次に掲げる団体（町内在住者５人以上を含み組織している団体をいう。

ただし、ア及びイを除く。）が当該団体の活動本来の目的で使用する場合 

ア 町が認める行政活動を補完する団体 

イ 社会福祉協議会が所管する福祉関係団体 

ウ スポーツ協会又は文化協会に加盟し、会員のすべてを町内の小学生又

は中学生で組織する団体 

エ スポーツ協会又は文化協会に加盟し、会員のすべてを町内の６５歳以

上の者で組織する団体 

オ スポーツ協会又は文化協会に加盟している団体で前記ウ又はエに該当

しない団体 

カ サークル協議会に加盟している会員数１０人以上の団体で会員の過半

数が町内の６５歳以上の者又は中学生以下の者で構成される団体 

キ 総合型地域スポーツクラブ及び総合型地域スポーツクラブが所管する

スポーツ関係団体 

２ 次に掲げるときにおいては、使用者が納めるべき使用料のうち当該各号に

掲げる減免の割合を当該使用料に乗じた額を減免する。ただし、夜間照明設

備の使用に係るものについては減免しない。 

(1) 前項第１号から第６号（オ、カ及びキを除く。）までの規定のいずれか

に該当するとき 全部 

(2) 前項第６号オ、カ又はキに該当するとき ２分の１ 

３ 前項の額に１０円未満の端数があるときは、その端数は、１０円とする。 

４ 第１項第５号又は第６号に該当する場合において使用料の減免を受けよう

とするときは、使用料減免申請書（様式第１２号）により申請するものとす

る。 



５ 前項に規定する申請に係る使用料の減免をするときは、使用料減免通知書

（様式第１３号）を当該申請に係る申請者に通知するものとする。 

６ 前項に規定する通知後に、当該通知に係る第３項に規定する申請に虚偽の

記載その他不正の行為が明らかになつたときは、当該通知による減免を取り

消すものとする。 

７ 第３項に規定する申請を却下するとき又は前項に規定する減免を取り消す

ときは、様式第１４号により該当者に通知するものとする。 

（施設内の禁止事項） 

第１０条 施設内では次の事項を禁止し、使用者が取締りの責に任ずるものと

する。 

(1) みだりに火気を使用し、又は危険を引き起すおそれのある行為をするこ

と。 

(2) 許可を受けないで飲食物その他物品を販売し、又は陳列すること。 

(3) 許可を受けないで広告類を提出し、又は撒布すること。 

(4) 建物その他施設を汚損するおそれのある行為をすること。 

(5) その他管理上必要と認めること。 

２ 公園内の施設、設備を損傷した場合は、その代価を弁償しなければならな

い。 

（公園施設内における損害の責任） 

第１１条 公園施設を使用する者に対して、次に掲げる場合には、町は、その

賠償の責を負わない。 

(1) 盗難による場合 

(2) 自損による場合 

(3) 第三者による損害を受けた場合 

(4) 天災等による損害を受けた場合 

（許可書の携帯） 

第１２条 法第５条第１項、法第６条第１項若しくは第３項若しくは条例第３

条第１項若しくは第３項の許可又は有料公園施設の使用の許可を受けた者が

施設の使用をしようとするときは、その許可書を携帯しなければならない。 

（指定管理者による管理） 



第１３条 条例第１６条第１項の規定により、都市公園の管理を指定管理者に

行わせる場合において、第２条第１項の規定中「町長」とあるのは「指定管

理者」と、同条第２項の規定中「町長は、前項の申請があつた場合において」

とあるのは「指定管理者は、前項の申請があつた場合において、あらかじめ

町長の承認を得て定めた基準により」と、「使用」とあるのは「利用」と、

第４条第１項の規定中「法第５条第１項、法第６条第１項及び条例第３条第

１項の規定により町長の許可」とあるのは「条例第３条第１項の規定により

指定管理者の許可」と、同条第２項の規定中「町長は、前項の申請があつた

場合において」とあるのは「指定管理者は、前項の申請があつた場合におい

て、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準により」と、「使用」とあるの

は「利用」と、第５条の規定中「町長が必要と認めるときは」とあるのは「指

定管理者が特別の理由があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て」

と、第６条の規定中「使用」とあるのは「利用」と、「町長」とあるのは「指

定管理者」と、第７条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、「使

用」とあるのは「利用」と、「その旨を公示しなければ」とあるのは「その

旨を町長に報告しなければならない。その場合において町長は、報告を受け

たその旨を公示しなければ」と、第１０条第１項の規定中「使用者」とある

のは「利用者」と、様式第１号、様式第２号、様式第７号及び様式第８号の

規定中「阿久比町長」とあるのは「指定管理者」と、様式第９号及び様式第

１０号の規定中「使用」とあるのは「利用」と、「阿久比町長」とあるのは

「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものと

する。 

（指定管理料） 

第１４条 条例第１６条第１項の規定により、都市公園の管理を指定管理者に

行わせる場合において、町長は、当該指定管理者に対し予算の定める範囲内

において、指定管理料を支払うことができる。 

（雑則） 

第１５条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。 

２ 条例第１６条第１項の規定により、都市公園の管理を指定管理者に行わせ

る場合において、指定管理者は、前項の規定により町長が定めるもののほか、



町長の承認を得て必要な事項を定めることができる。 

附 則 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ 阿久比町丸山公園集会場等使用規則（昭和４７年８月２６日規則第１０号）

は廃止する。 

附 則（昭和５３年６月２８日規則第２２号） 

この規則は、昭和５３年８月３日から施行する。 

附 則（昭和５３年７月１８日規則第２５号） 

この規則は、昭和５３年８月３日から施行する。 

附 則（平成元年３月２９日規則第９号） 

この規則は、平成元年４月１日から施行する。 

附 則（平成４年３月２６日規則第９号） 

この規則は、平成４年４月１日から施行する。 

附 則（平成８年３月２５日規則第３号） 

この規則は、平成８年４月１日から施行する。 

附 則（平成１６年１２月２１日規則第１３号） 

この規則は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律（平成１６年法律第１

０９号）の施行の日から施行する。 

附 則（平成１８年３月３１日規則第９号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成１８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現に改正前の有料公園施設の設置及び管理に関する条

例施行規則の規定による申請、許可その他の行為は、改正後の阿久比町都市

公園条例施行規則（以下「改正後の規則」という。）の規定による申請、許

可その他の行為とみなす。 

３ 改正後の別表の規定は、平成１８年１０月１日以後の有料公園施設の使用

に係る供用時間について適用し、同日前の有料公園施設の使用に係わる供用

時間については、なお従前の例による。 

附 則（平成１９年３月３０日規則第６号） 



（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行し、平成１９年１０月１日（以下「適用日」

という。）以後の施設の使用に係る使用料から適用する。 

（経過措置） 

２ 適用日から平成２０年３月３１日までの期間におけるサークル協議会に加

盟している会員数１０人以上の団体で会員の全員が町内の６５歳以上の者又

は中学生以下の者で構成される団体が、当該団体の活動本来の目的で使用す

る場合の施設の使用に係る使用料の減免については、第９条第２項第１号中

「前項第１号から第６号（オ及びカを除く。）までの規定のいずれかに該当

する」とあるのは「サークル協議会に加盟している会員数１０人以上の団体

で会員の全員が町内の６５歳以上の者又は中学生以下の者で構成される団体

が、当該団体の活動本来の目的で使用する」と読み替えて適用するものとす

る。 

３ 適用日から平成２０年３月３１日までの期間におけるサークル協議会に加

盟している団体で前項の団体以外の団体が、当該団体の活動本来の目的で使

用する場合の施設の使用に係る使用料の減免については、第９条第２項第２

号中「前条第６号オ又はカに該当する」とあるのは「サークル協議会に加盟

している団体で附則第２項の団体以外の団体が、当該団体の活動本来の目的

で使用する」と読み替えて適用するものとする。 

附 則（平成１９年５月３１日規則第１８号） 

この規則は、公布の日から施行し、平成１９年１０月１日以降の施設の使用

に係る使用料から適用する。 

附 則（平成１９年７月２７日規則第２０号） 

この規則は、平成１９年８月１日から施行する。 

附 則（平成２０年３月２４日規則第２号） 

この規則は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則（平成２８年３月２４日規則第３３号） 

この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年９月１７日規則第２４号） 

この規則は、公布の日から施行する。 



附 則（令和３年１１月２日規則第２８号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正後の阿久比町都市公園条例施行規則の規定は、令和４

年２月１日以後に使用する施設の供用時間について適用し、同日前に使用す

る施設の供用時間については、なお従前の例による。 

附 則（令和３年１２月２１日規則第３２号） 

この規則は、公布の日から施行し、令和４年４月１日以後の施設の使用に係

る使用料から適用する。 

附 則（令和６年２月１５日規則第１号） 

この規則は、令和６年４月１日から施行する。 

附 則（令和６年７月１７日規則第２６号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（令和７年１２月２４日規則第３９号） 

（施行期日） 

１ この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正後の阿久比町使用料の減免に関する規則及び阿久比町

都市公園条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の施設の使用に係

る使用料から適用する。 

別表（第５条関係） 

都市公園名 施設の名称 供用日 供用時間 

丸山公園 運動広場 １月４日

から１２

月２８日

まで 

午前９時から午後９時まで 

テニスコート １月４日

から１２

午前９時から午後９時まで 



月２８日

まで 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



様式第１号（第２条関係） 

様式第２号（第２条関係） 

様式第３号（第３条関係） 

様式第４号（第３条関係） 

様式第５号（第３条関係） 

様式第６号（第３条関係） 

様式第７号（第４条関係） 

様式第８号（第４条関係） 

様式第９号（第６条関係） 

様式第１０号（第６条関係） 

様式第１１号（第８条関係） 

様式第１２号（第９条関係） 

様式第１３号（第９条関係） 

様式第１４号（第９条関係） 

 


